
中ち
ゅ
う

央お
う

区く

の
な
り
た
ち

明
めい

治
じ

前
まえ

まで銀
ぎん

行
こう

の役
やく

目
め

をして
いたのは両

りょう

替
がえ

屋
や

とよばれる商
しょう

人
にん

だった。両
りょう

替
がえ

商
しょう

の看
かん

板
ばん

は、
分
ふん

銅
どう

の形
かたち

をしていて、この分
ふん

銅
どう

は「カイコのまゆ」をまねた
もの。地

ち

図
ず

記
き

号
ごう

で「銀
ぎん

行
こう

」を表
あらわ

すマークは、この両
りょう

替
がえ

屋
や

の看
かん

板
ばん

の形
かたち

からきている。

銀
ぎん

行
こう

のマークは
カイコの形

かたち

 年
ねん

貢
ぐ

とは、領
りょう

主
しゅ

が農
のう

民
みん

から税
ぜい

として取
と

り立
た

てる米
こめ

のこと。

●日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

が生
う

まれた
1882（明

めい

治
じ

15）年
ねん

、日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

条
じょう

例
れい

によって
設
せつ

立
りつ

された。1876（明
めい

治
じ

9）年
ねん

の国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

条
じょう

例
れい

の改
かい

正
せい

は、国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

によるお金
かね

の発
はっ

行
こう

も認
みと

めたため、日
に

本
ほん

中
じゅう

でお金
かね

がどんどん発
はっ

行
こう

され、国
こく

内
ない

の物
ぶっ

価
か

が上
あ

がり続
つづ

けた。こう
したことから、明

めい

治
じ

政
せい

府
ふ

はお金
かね

の発
はっ

行
こう

もと
を1つにし、お金

かね

の価
か

値
ち

の安
あん

定
てい

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

性
せい

を感
かん

じ、国
くに

の金
きん

融
ゆう

制
せい

度
ど

の中
ちゅう

心
しん

として日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

を設
せつ

立
りつ

した。銀
ぎん

行
こう

のための銀
ぎん

行
こう

な
ので、一

いっ

般
ぱん

への資
し

金
きん

の貸
か

し出
だ

しは行
おこな

わない。

銀
ぎん

行
こう

の誕
たん

生
じょう

殖
しょく

産
さん

興
こう

業
ぎょう

の政
せい

策
さく

を進
すす

める明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

によって、金
きん

融
ゆう

制
せい

度
ど

の整
せい

備
び

がはじまり、1872（明
めい

治
じ

5）年
ねん

にアメリカの銀
ぎん

行
こう

制
せい

度
ど

を
参
さん

考
こう

にして国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

条
じょう

例
れい

が制
せい

定
てい

された。明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

は、民
みん

間
かん

の産
さん

業
ぎょう

を育
そだ

てるために、国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

の設
せつ

立
りつ

を進
すす

めた。

第
だい

一
いち

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

は、
銀
ぎん

行
こう

としても、
株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

（→p.88)
としても、
日
に

本
ほん

初
はつ

だよ。

日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

が設
せつ

立
りつ

されると、
たくさんあった国

こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

に
お金

かね

の発
はっ

行
こう

の役
やく

目
め

は
なくなり、ふつうの銀

ぎん

行
こう

に
なっていくのよ！

銀
ぎん

行
こう

が増
ふ

えた
1876（明

めい

治
じ

9）年
ねん

に国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

条
じょう

例
れい

が改
かい

正
せい

さ
れ、銀

ぎん

行
こう

の設
せつ

立
りつ

が容
よう

易
い

になり、全
ぜん

国
こく

で国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

の設
せつ

立
りつ

が相
あい

次
つ

いだ。1879（明
めい

治
じ

12）
年
ねん

末
まつ

には、その数
かず

は
153行

こう

にもなった。

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

の仕
し

事
ごと

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

の役
やく

目
め

は資
し

金
きん

の貸
か

し出
だ

しだけではない。そ
のほかにも、古

ふる

いお金
かね

を回
かい

収
しゅう

して新
あたら

しいお金
かね

にとり
かえたり、両

りょう

替
がえ

を行
おこな

ったりした。

第
だい

一
いち

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

名
な

前
まえ

に「国
こく

立
りつ

」とあるが民
みん

営
えい

の会
かい

社
しゃ

。これは、アメリカの「ナショナルバンク」
をまねて設

せつ

立
りつ

されたためで、ナショナル＝国
こく

立
りつ

、バンク＝銀
ぎん

行
こう

に、日
に

本
ほん

で1番
ばん

目
め

にできたという意
い

味
み

の「第
だい

一
いち

」がつけられて、この名
な

前
まえ

になった。

はじめての日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

券
けん

1885（明
めい

治
じ

18）年
ねん

に発
はっ

行
こう

された10円
えん

紙
し

幣
へい

。1899（明
めい

治
じ

32）年
ねん

末
まつ

には、政
せい

府
ふ

発
はっ

行
こう

のお金
かね

と国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

発
はっ

行
こう

のお金
かね

は
通
つう

用
よう

停
てい

止
し

となり、日
に

本
ほん

のお金
かね

は日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

券
けん

に統
とう

一
いつ

された。

今
いま

も日
に

本
ほん

橋
ばし

にある日
にっ

本
ぽん

銀
ぎん

行
こう

の建
たて

物
もの

は、
1896（明

めい

治
じ

29）年
ねん

に完
かん

成
せい

したものだ。

5階
かい

建
だ

ての洋
よう

風
ふう

大
だい

建
けん

築
ちく

で、東
とう

京
きょう

の新
しん

名
めい

所
しょ

となった。

カイコのまゆ
絹
きぬ

織
おり

物
もの

は高
こう

級
きゅう

品
ひん

で、金
きん

と同
おな

じよ
うに貴

き

重
ちょう

だった。そのため、お
金
かね

をあつかう両
りょう

替
がえ

屋
や

が、絹
きぬ

糸
いと

の
もとである「カイコのまゆ」の形

かたち

を分
ふん

銅
どう

にした。

銀
ぎん

行
こう

の
地
ち

図
ず

記
き

号
ごう

明め
い

治じ

集
あつ

める
たくさんの人

ひと

からお金
かね

を
集
あつ

めて預
あず

かった。

兌
だ

換
かん

古
ふる

いお金
かね

を新
あたら

しいお金
かね

にかえ
たり、等

ひと

しい価
か

値
ち

の金
きん

とかえ
たりした。

貸
か

す
資
し

金
きん

を必
ひつ

要
よう

とする個
こ

人
じん

や
会
かい

社
しゃ

に、お金
かね

を貸
か

し出
だ

した。

両
りょう

替
がえ

外
がい

国
こく

や日
に

本
ほん

などのお金
かね

を、
等
ひと

しい価
か

値
ち

でとりかえた。

＜日
に

本
ほん

を活
かっ

気
き

づける＞
国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

の設
せつ

立
りつ

は、経
けい

済
ざい

発
はっ

展
てん

の手
て

はじめとして、会
かい

社
しゃ

設
せつ

立
りつ

や事
じ

業
ぎょう

の拡
かく

大
だい

のための資
し

金
きん

を貸
か

し出
だ

すためだった。
1873（明

めい

治
じ

6）年
ねん

に兜
かぶと

町
ちょう

に第
だい

一
いち

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

が設
せつ

立
りつ

され、同
おな

じ時
じ

期
き

、横
よこ

浜
はま

、大
おお

阪
さか

、新
にい

潟
がた

にも国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

が設
せつ

立
りつ

された。

造
ぞう

幣
へい

局
きょく

1871（明
めい

治
じ

4）年
ねん

、近
きん

代
だい

的
てき

な貨
か

幣
へい

制
せい

度
ど

のために、
明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

によって大
おお

阪
さか

に設
せつ

立
りつ

された。

土
と

地
ち

の測
そく

量
りょう

改
かい

革
かく

の手
て

はじめとして土
と

地
ち

の測
そく

量
りょう

が行
おこな

われ、地
ち

価
か

が決
き

められた。地
ち

租
そ

は地
ち

価
か

の3％で、現
げん

金
きん

で納
おさ

めさせた。反
はん

対
たい

運
うん

動
どう

があって、2.5％に下
さ

げられた。

１円
えん

金
きん

貨
か

それまでの1両
りょう

を1円
えん

として、
1円
えん

金
きん

貨
か

は金
きん

1.5 の重
おも

さでつくられた。

地
ち

券
けん

土
と

地
ち

の所
しょ

有
ゆう

権
けん

を認
みと

め、所
しょ

有
ゆう

者
しゃ

に発
はっ

行
こう

され
た証

しょう

書
しょ

。所
しょ

有
ゆう

者
しゃ

の氏
し

名
めい

や土
と

地
ち

の面
めん

積
せき

、土
と

地
ち

の価
か

格
かく

である地
ち

価
か

などが記
しる

されていた。

貨
か

幣
へい

制
せい

度
ど

を整
ととの

える 年
ねん

貢
ぐ

の米
こめ

から地
ち

租
そ

の現
げん

金
きん

に
江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

のお金
かね

（→p.26）は、金
きん

貨
か

、銀
ぎん

貨
か

、銭
せん

貨
か

や地
ち

方
ほう

の藩
はん

札
さつ

など、貨
か

幣
へい

制
せい

度
ど

が統
とう

一
いつ

されておらず複
ふく

雑
ざつ

だった。
そのため明

めい

治
じ

政
せい

府
ふ

は、1871（明
めい

治
じ

4）年
ねん

に新
しん

貨
か

条
じょう

例
れい

を制
せい

定
てい

し、新
あたら

しいお金
かね

の単
たん

位
い

を「円
えん

、銭
せん

、厘
りん

」という単
たん

位
い

に
定
さだ

め、全
ぜん

国
こく

一
いち

律
りつ

の貨
か

幣
へい

制
せい

度
ど

を整
ととの

えた。古
ふる

いお金
かね

を新
あたら

し
いお金

かね

にかえる兌
だ

換
かん

業
ぎょう

務
む

は、国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

が行
おこな

った。

明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

は、江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

の年
ねん

貢
ぐ

を国
こっ

家
か

の収
しゅう

入
にゅう

として引
ひ

きついでい
たが、年

ねん

貢
ぐ

は収
しゅう

穫
かく

量
りょう

に左
さ

右
ゆう

されるため、財
ざい

政
せい

は不
ふ

安
あん

定
てい

だった。
そこで政

せい

府
ふ

は、財
ざい

政
せい

を安
あん

定
てい

させるために租
そ

税
ぜい

制
せい

度
ど

の改
かい

革
かく

を行
おこな

った。
1872（明

めい

治
じ

5）年
ねん

に地
ち

券
けん

が発
はっ

行
こう

され、1873（明
めい

治
じ

6）年
ねん

には地
ち

租
そ

改
かい

正
せい

条
じょう

例
れい

が出
だ

されて、収
しゅう

穫
かく

物
ぶつ

に対
たい

してかけられていた税
ぜい

が、土
と

地
ち

の価
か

格
かく

に対
たい

してかけられる地
ち

租
そ

に変
か

わった。

明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

の大
おお

蔵
くら

省
しょう

（現
げん

在
ざい

の財
ざい

務
む

省
しょう

）に務
つと

めたが民
みん

間
かん

に移
うつ

り、第
だい

一
いち

国
こく

立
りつ

銀
ぎん

行
こう

を創
そう

立
りつ

させた。その
ほか、500あまりの会

かい

社
しゃ

企
き

業
ぎょう

の
設
せつ

立
りつ

にかかわり、日
に

本
ほん

の経
けい

済
ざい

、
金
きん

融
ゆう

の近
きん

代
だい

化
か

に努
つと

め、「資
し

本
ほん

主
しゅ

義
ぎ

の父
ちち

」とよばれている。

銀
ぎん

行
こう

をつくった人
ひと

渋
しぶ

沢
さわ

栄
えい

一
いち

（1840～1931）
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